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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービ

ス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」

の一部改正について 

 

平素より、介護保険行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

第 246 回社会保障審議会介護給付費分科会（令和７年４月 14 日）において、

令和６年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（令和６年度調査）

の結果に基づき、中山間地域等の小規模事業所の経営の安定化を早期に図る観

点から、中山間地域等に係る加算の取得要件の弾力化を行うこととしました。 

これを踏まえ、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪

問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅

介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項

について」（平成 12年３月１日老企第 36号）を別紙のとおり改正することとし

ますので、内容を御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等に周知いただ

くとともに、その取扱いにあたっては遺漏なきようお願いします。 

本通知による改正後の取扱いについては、令和７年５月の算定分から適用す

ることとします。 

各都道府県におかれましては、今般の取得要件の弾力化の対象となる訪問介

護事業所において、当該加算の算定がなるべく早く可能となるよう、通常の締切

りにかかわらず申請を受け付けるなど柔軟にご対応いただくようお願いします。 
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